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1 ．（生体認証ͱ）
（1）生体認証とは、当金庫との間の取引について預金者本人であることの確認手段の一つとし
て用いる認証ํࣜで、ೆＩＣΩϟッγϡカード（以下ʮＩＣカードʯといいます。）上の
ＩＣチップ（以下ʮＩＣʯといいます。）に当金庫所定の機器、ૢ࡞および手ଓきにより当
金庫の認めた利用者（以下ʮ利用者ʯといいます。）の手のひら静脈パターンを記録（記録
した静脈パターンをʮ生体認証情報ʯといいます。）し、こΕを当金庫所定の機器により当
֘利用者の手のひら静脈パターンと照合すること（以下ʮ生体認証情報の照合ʯといいます。）
により認証を͏ߦものをいいます。

（2）生体認証情報の照合は、当金庫との間の取引について当金庫が預金者本人であることの確
認（以下ʮ本人確認ʯといいます。）手段の一つとして使用するものです。当金庫が必要と
認める場合は、お取引の種ྨঢ়گにԠ͡てＩＣカードの暗証番号のೖྗその他の本人であ
ることを確認する手段とซͤて使用するものとします。

（3）生体認証を使用する当金庫との間の取引については原則として本ن定のୈ üに定めると
ころによります。

２ ．（生体認証ใのొ）
（1）生体認証情報のొ録にあたͬては、あら͔͡めＩＣカードの申込が必要となります。
（2）生体認証情報は利用者がＩＣカードをͬ࣋て当金庫所定の૭口にて当金庫所定のॻ໘によ
る申込みをߦい、当金庫が申込み༰を確認して、当金庫所定の機器によりＩＣカード上の
ＩＣに生体認証情報をొ録した͔࣌らޮྗがൃ生します。

（3）生体認証情報のొ録は、લ項の当金庫所定のॻ໘によるಧग़࣌に͏ߦものとします。
（�）生体認証情報のొ録にあたͬては、当金庫所定の本人確認をߦΘͤていたͩきます。े
な本人確認ができない場合には、当金庫は生体認証情報のొ録をおஅりすることがあります。

３ ．（取扱ళのൣғ）
（1）生体認証情報のొ録、取ফは当金庫本ࢧళの当金庫所定の૭口にてお取ѻいをします。
（2）生体認証情報の照合は、当金庫所定の૭口および当金庫所定のݱ金自ಈ預金機（ݱ金自ಈ
預ೖ払ग़݉用機を含みます。以下ʮ預金機ʯといいます。）にてお取ѻいをします。

û ．（生体認証のର༬ۚ）
（1）生体認証の対象とすることができる預金口座の種ྨは、ＩＣカードのൃߦ口座となるී௨
預金口座になります。

（2）લ項のී௨預金口座を生体認証の対象口座としてొ録することをر͞Εる場合は、当金
庫所定のॻ໘によりಧग़てͩ͘͞い。取ফの場合も同༷とします。なお、生体認証の対象口
座としてొ録した口座を生体認証対象口座といいます。

ü ．（生体認証の利用ൣғ）
（1）生体認証対象口座の預金に関し、当金庫所定の預金機で払戻し、各種照会、暗証番号の変
更その他当金庫所定の取引をする場合は、生体認証による本人確認をߦいます。

（2）その他、当金庫が必要と認めた場合は、生体認証による本人確認をߦいます。
ý ．（༬ۚの͠等͓Αͼ生体認証ใのর߹）
（1）当金庫所定の預金機で生体認証対象口座の払戻しの当金庫所定の取引を࣌͏ߦは当金庫
所定の預金機のը໘දࣔのૢ࡞手ॱにैͬて、預金機にＩＣカードをૠೖしご利用ͩ͘͞
い。

（2）ୈ ø項の取引について、当金庫は生体認証情報について当金庫所定の機器によͬて同一ੑ
が認定͞Ε（以下ʮ生体認証情報の一கʯといいます。）、͔つೖྗ͞Εた暗証番号とಧग़の
暗証番号との一கが確認できた場合に払戻しをߦいます。たͩし、預金機で生体認証対象
口座の解約は͑ߦまͤΜ。

（3）ୈ ù項のن定に͔͔Θらͣ、当金庫が当金庫所定の機器で生体認証による照合がෆՄと
அした場合、当金庫所定のํ๏で払戻しをする場合があります。その場合、当金庫がಧ
ग़のҹؑと૬当の意をもͬて照合し、૬ҧないものと認めて取ѻいました͏͑は、そのた
めに生͡たଛについては、当金庫はをෛいまͤΜ。

þ ．（Χʔυނࣄɾ使用ෆ時のखଓ͖）
（1）生体認証情報をొ録したＩＣカードを更վ・事ނ、カード種ྨの変更、またはＩＣカード
の使用ෆなͲにより、৽しいＩＣカードにり替͑た場合は、すみ͔に৽しいＩＣカー
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ドに生体認証情報のొ録手ଓきをͬߦてͩ͘͞い。
（2）લ項の場合において、৽しいＩＣカードに生体認証情報がొ録͞Εるまでの間は、当金庫
所定の預金機にお͚るୈ ýୈ ù項の取引について生体認証情報の照合はߦΘͣ、ೖྗ͞Ε
た暗証番号とಧग़の暗証番号との一கを確認して取引をߦいます。本取ѻいより生͡たଛ
については、当金庫はをෛいまͤΜ。

８ ．（認証装置の障害時の取扱い）
　生体認証情報の照合を͏ߦ当金庫所定の機器にোが生͡た場合その他૬当の事༝がある場
合は、生体認証対象口座の預金払戻しのडを一࣌的にதࢭする場合があります。また当金庫
にނ意、ॏେなաࣦがない場合は、当金庫は໔͞Εるものとします。
９ ．（代理人）
（1）預金者本人はＩＣカードによる生体認証対象口座の預金の預ೖΕ、払戻しにつき代理人
をಧग़ることができます。

（2）લ項の場合、代理人は代理人のＩＣカードに代理人の生体認証情報をొ録できるものとし
ます。代理人が生体認証情報をొ録した場合には、代理人についても本ن定を適用します。

（3）当金庫所定の手ଓきにより代理人の生体認証情報をొ録した場合、当金庫はＩＣカードに
ొ録͞Εた代理人の生体認証情報との照合をߦいます。

（�）代理人のߦҝにより預金者本人にଛが生͡た場合は、そのଛは預金者本人がෛ୲する
ものとし、当金庫はをෛいまͤΜ。

（�）生体認証による代理人の取引を解約する場合には、預金者本人͔ら当金庫所定のಧग़をし
てͩ͘͞い。

10．（法人の使用者）
（1）預金者本人が๏人である場合、預金者本人はＩＣカードによる生体認証対象口座の預金の
預ೖΕ、払戻しにつき使用者をಧग़ることができます。

（2）લ項の場合、預金者本人はＩＣカードに使用者の生体認証情報をొ録できるものとします。
使用者が生体認証情報をొ録した場合には、使用者についても本ن定を適用します。

（3）当金庫所定の手ଓきにより使用者の生体認証情報をొ録した場合、当金庫はＩＣカードに
ొ録͞Εた代理人の生体認証情報との照合をߦいます。

（�）使用者のߦҝにより預金者本人にଛが生͡た場合は、そのଛは預金者本人がෛ୲する
ものとし、当金庫はをෛいまͤΜ。

（�）生体認証による使用者の取引を解約する場合には、預金者本人͔ら当金庫所定のಧग़をし
てͩ͘͞い。

11．（生体認証の利用の停止）
　以下の場合、生体認証の利用をఀࢭします。
（1）本人͔ら生体認証の利用ఀࢭの申ग़があͬた場合
　本人͔ら生体認証の利用をఀࢭするࢫのಧग़を当金庫がड͚、所定の手ଓきがྃした
とき。
　なお、生体認証情報をొ録したＩＣカードのฆࣦカード種ྨの変更なͲにより、৽しい
ＩＣカードにり替͑た場合は、生体認証情報はແޮとなるものとします。たͩし、利用ఀ
。り、生体認証は引ଓき༗ޮなものとしますݶΘないߦの手ଓきをࢭ

（2）本人͔らＩＣカードの解約の申ग़があͬた場合
　本人͔らＩＣカードを解約するࢫのಧग़を当金庫がड͚、所定の手ଓきがྃしたとき。

（3）生体認証対象口座が解約͞Εた場合
　預金者本人͔らのお申しग़による他、生体認証対象口座がී௨預金ن定にͮجき解約͞Ε
た場合も含みます。

1２．（適用）
　上記に定めのない事項については、ʮී௨預金ن定ʯ、ʮೆ૯合口座取引ن定ʯ、ʮೆܾࡁ
用ී௨預金ʠあΜしΜ口座ʡن定ʯ、ʮೆΩϟッγϡカードن定ʯならびにʮೆＩＣΩϟッ
γϡカードについてʯにより取ѻいます。

1３．（規定の変更等）
（1）このن定の各項その他の݅は、金༥情その他ॾൠのঢ়گの変Խその他૬当の事༝が
あると認めらΕる場合には、ళ಄දࣔ、ϗーϜϖーδのࡌܝその他૬当のํ๏で変更༰
および変更日をެදすることにより、変更できるものとします。

。日͔ら適用͞Εるものとします࢝に定める適用։ࡍ定の変更は、ެදのن（2）
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（3）また、適用日以降、預金者ご本人または代理人がカードを利用したときは、変更事項を承
認したものとみなします。

以　　上

［個人情報保護法関連条項］

　生体認証の申込者および申込者の代理人は、当金庫が次の目的のためにＩＣカード上のＩＣ
チップに自己の手のひら静脈パターンを記録・保管することに同意します。
（1）生体認証情報は、当金庫所定の機器により、申込者またはその代理人の静脈パターンとＩ
Ｃ上の静脈パターンを照合することにより、当金庫との間の取引について当金庫が申込者ま
たはその代理人であることの確認手段の一つとして使用します。

（2）生体認証を使用する当金庫との間の取引については原則として以下に定めるところにより
ます。
①　生体認証対象口座の預金に関し、当金庫所定の預金機で、各種照会、払戻し（預金の払
戻しによる振込・振替取引も含みます。）、暗証番号の変更その他当金庫所定の取引をする
場合。

②　生体認証対象口座の預金に関し、払戻し（預金の払戻しによる振込・振替取引も含みま
す。）または解約をする場合。

③　その他、当金庫が必要と認めた場合。
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